
 
令 和 ３ 年 ９ 月 2 1 日 
住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当） 

 

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律 

の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」等を閣議決定 
～改正法が令和４年４月１日から全面施行～ 

 

 第 201 回国会において成立した「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンショ

ンの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律（令和２年法律第 62号。以下「改正法」

という。）」の施行に必要な規定の整備を行う政令等が、本日、閣議決定されました。 

 

１．背景 

  第 201回国会において成立した改正法の施行に当たって、マンションの管理の適正化の推進

に関する法律施行令（平成 13年政令第 238号）等の関係政令の規定の整備等を行います。 

 

２．概要 

（１）マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係 

○ 改正法における指定認定事務支援法人制度の創設に伴い、マンションの管理の適正化の

推進に関する法律施行令の一部を改正し、指定認定事務支援法人の指定方法や指定の欠格

事由、取消事由等に係る規定を定めます。 

○ 改正法における敷地分割制度の創設に伴い、マンションの建替え等の円滑化に関する法

律施行令（平成14年政令第367号）の一部を改正し、敷地分割組合の特別議決事項等、敷地

分割事業の手続に係る規定を定めます。 

（２）マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関す

る法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令関係 

    改正法による改正規定のうち、未施行部分の改正規定の施行期日を定めます。 

   ＜主な法改正項目と施行日＞ 

   ・管理計画認定制度、敷地分割制度 ― 令和４年４月１日（金） 

   ・要除却認定基準の拡充      ― 令和３年12月20日（月） 

 

３．スケジュール 

公布日：令和３年９月27日（月） 

施行日：上記のとおり 

 

＜問い合わせ先＞  

国土交通省 住宅局参事官（マンション・賃貸住宅担当）付 足立、野原、吉岡 

代表：03-5253-8111    


